
広 告 お葬式の洗心堂 お葬式のご依頼・事前相談・お見積りはこちら ☎0120-7676-82 

　３月１日、日高市感謝状贈呈式を行いました。
　これは、日頃のボランティア活動等を通じて、市政の振興発展に貢献いただいた方に、感謝の意を表するもの
です。（順不同・敬称略）

問い合わせ　政策秘書課秘書担当

日高市感謝状贈呈式お知らせ

◆団体の部【５団体】
　マルちゃんの東洋水産（道路清掃活動）
　アイリスの会（道路美化活動）
　株式会社猪俣産業（道路清掃活動）
　ふれあい推進委員
　�（高麗川小学校登下校ボランティアおよび学校農園の管理）
　高麗コミュニティ会議
　（駐車場事業および教育団体等への支援）�

◆個人の部【39人】
　新堀陽子（元日高市行政経営審議会委員）
　大川戸節子（元人権擁護委員）
　久保淳子（元人権擁護委員）
　呉永錫（農業振興および国際文化交流に関する支援）
　浅田カヨ子（元日高市農業委員会委員）
　江連喜美（元日高市農業委員会委員）
　眞通昭彦（元日高市農地利用最適化推進委員）
　宮﨑富子（元日高市民生委員推薦会委員）
　加藤光夫（元日高市民生委員推薦会委員）
　佐成千佳（元高麗地区学校運営協議会委員）
　大久保陽一（元高麗地区学校運営協議会委員）
　作田啓子（元高麗川地区学校運営協議会委員）
　瀧澤恵利子（元高麗川地区学校運営協議会委員）
　平沼良政（元高萩地区学校運営協議会委員）
　安原由美子（元高萩地区学校運営協議会委員）
　熊坂知子（元高萩地区学校運営協議会委員）
　本山洋一（元高根地区学校運営協議会委員）
　細谷睦子（元高萩北地区学校運営協議会委員）
　土屋貴子（元高萩北地区学校運営協議会委員）
　関口喜博（元高萩北地区学校運営協議会委員）
　本橋勝政（元高萩北地区学校運営協議会委員）

寺島薫（元武蔵台地区学校運営協議会委員）
今野利弘（高麗川小学校登下校ボランティア）
宮越昭彦（高麗川スポーツ少年団団長および指導者）
速水良（高萩地区スクールガードリーダー）
藤平文雄（高根小学校登下校ボランティア）
天満一雄（高根小学校登下校ボランティア）
鈴木敏男（武蔵台小学校登下校ボランティア）
上野正助（武蔵台小学校登下校ボランティア）
小山彰俊（武蔵台小学校登下校ボランティア）
栁沼有行（武蔵台小学校登下校ボランティア）
村田房子（武蔵台小学校登下校ボランティア）
関根博明（元高麗川公民館企画運営委員）
木川春男（元高麗地区体育祭救護ボランティア）
川口浩志（元高麗公民館企画運営委員）
宮沢正美（元高麗公民館企画運営委員）
本間史浩（元武蔵台・横手台地区スポーツ協会理事）
島村智枝（日高市社会福祉協議会生活支援員）
小谷野正彦（地域の清掃活動）
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広 告 お葬式の洗心堂 ☎0120-7676-82 病院や施設へのお迎え24H受付 《安置室完備》

　中学３年生までの子どもの医療費の一部を
助成しています。子ども医療費を利用するに
は、あらかじめ資格の登録が必要です。

問い合わせ　子育て応援課子育て応援担当（１階⑥番窓口）

子ども医療費支給制度お知らせ

登録手続き
期限　�
　�出生または転入日の翌日から数えて15
日以内
場所
　�子育て応援課子育て応援担当
　（１階⑥番窓口）
必要なもの
　�保護者の身分証明書、保護者および子
どものマイナンバーが分かるもの、子
どもの健康保険証、保護者名義の振込
先の口座情報

※いずれも後日提出可能です。
※住所、健康保険、振込口座、保護者等
に変更がある場合は、届け出が必要です。

受給方法
◆�受給資格証（水色）と健康保険証を県内の医療機関窓口
に提示すると、保険診療による一部負担金の窓口での
支払いがなくなります。
◆�次のいずれかの場合は、医療機関窓口にて医療費を支
払った後、「日高市子ども医療費支給申請書」に医療機
関ごと、子どもごと、加入健康保険ごとに１か月分の
領収書を添付し、受診した翌月以降に申請してください。
〇窓口で受給資格証を提示しなかったとき
〇�１つの医療機関で１か月に２万1,000円以上の一部負
担金を払ったとき
〇�県外や県内のこの制度を取り扱わない医療機関で受診
したとき
※幼稚園、保育所（園）、学校の管理下におけるケガ等で
スポーツ振興センターの災害給付金の対象となる場合は、
子ども医療費では支給できません。
※領収日の翌日から５年を経過した場合は申請できません。
申�請場所
　子育て応援課（郵送可）、各出張所、保健相談センター
※３月で中学校を卒業した子どもの受給資格証はご自身
で破棄するか、担当または出張所へ返却をお願いします。

　埼玉県西部まちづくり協議会を構成する日高市・
所沢市・飯能市・狭山市・入間市の５市は、「パー
トナーシップ・ファミリーシップ制度に係る連携に
関する協定」を締結しました。この協定により、４
月１日から、パートナーシップ・ファミリーシップ
宣誓（届出）制度を利用している人が、この５市の間
で転出・転入する場合、その手続きを一部省略する
ことができるようになりました。転出・転入の手続
き方法等、詳細は市ホームページをご確認ください。
　また、この協定により、皆さんに多様な性につい
て正しい知識と理解を深めていただけるよう、５市
が連携して啓発に取り組んでいきます。

省略できること
〇�転出・転入の手続きを、転入先の自治体のみで行うこ
とができます
〇�転入先の自治体への提出書類が一部省略できます
省略できる書類
〇パートナーシップの場合
　�独身であることを確認する資料（戸籍謄本、独身証明
書等）
〇ファミリーシップの場合
　親子・近親者であることを確認する資料（戸籍謄本等）

問い合わせ　総務課人権推進・市民活動担当

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の
広域連携が始まりましたお知らせ

　パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度は、
片方または双方が性的少数者である二人やその家族が、
市長に対して、パートナー・家族であることを宣誓す
る制度です。

▶LGBTQ「性的少数者」とは
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